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２．第３次基本計画の取組 2-1 さいたま市一般廃棄物処理基本計画の位置付け
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１．これまでの検討経過

 平成24年３月 第３次さいたま市一般廃棄物処理基本計画公表
・計画期間：平成24年～平成33年（中間目標年度：平成28年度）

 平成28年度 さいたま市廃棄物減量等推進審議会において、計画前期（H24～H28）
の「総括・中間評価」及び「第４次基本計画骨子の策定」を実施。

【さいたま市廃棄物減量等推進審議会】
 委員長 秋元智子 （特非）環境ネットワーク埼玉 理事
 委員構成 学識経験者、市民代表、関係団体代表、埼玉県
 開催実績 平成28年度に４回開催

 平成28年度に「さいたま市廃棄物減量等推進審議会」で策定した「第４次基本計画骨
子」に基づき、下記体制で「計画素案」を審議し、とりまとめを行った。

【さいたま市廃棄物減量等推進審議会】
 委員構成 同上
 開催実績 計３回

【さいたま市一般廃棄物処理基本計画等局内検討委員会】
 委員構成 局内関係課
 開催実績 計４回（委員会の下部組織「部会」含む。）

平
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28
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度
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で

平
成
29
年
度
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2-1．さいたま市一般廃棄物処理基本計画の位置付け

総合振興計画 後期基本計画

環境基本計画

関連計画（庁内）

 地域防災計画（防災課）

 生活排水処理基本計画
（下水道計画課・環境対策課）

 循環型社会形成推進地域計画
（環境施設管理課）

 分別収集計画（当課）

資源回収の推進

 各主体による
リサイクル
※市民・事業者・行政

…等

資源循環型”社会経済システム”の確立 資源循環型”廃棄物処理システム”の確立

収集運搬計画

 効率的な回収
 ごみ散乱防止対
策の推進

…等

中間処理
・最終処分計画

 循環型ごみ処理
の推進

…等

施設整備計画

 施設整備の検討

…等

行政

市民事業者

ともに取り組み、参加する
めぐるまち（循環型社会）
“さいたま”の創造

協働して
３Ｒに取組

排出抑制・再使用策
の推進

 環境教育
 啓発活動による
意識改革の推進

…等

廃棄物関連
方針の反映

関連法制度等（国・県）

【国：一般廃棄物関係】
 環境基本法
 循環型社会形成推進基本法
 廃棄物処理法
 資源有効利用促進法
 個別リサイクル法
 循環型社会形成推進基本計画
 環境大臣が定める基本方針
【国：災害廃棄物関係】
 災害対策基本法
 災害廃棄物対策指針 等
【県：一般廃棄物関係】
 埼玉県廃棄物処理計画
【県：災害廃棄物関係】
 埼玉県災害廃棄物処理指針
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2-2．第４次基本計画策定の背景
１ 第４次基本計画策定の背景

今回の見直し（第４次基本計画の策定）

 左記①、②の要因により、
計画を根本から見直す必要が生じたことから

「第３次計画の改定」
ではなく、

「第４次計画の策定」
に着手する。

年
度 H15～H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

基
本
計
画
体
系

第１次計画｜H15~H29

第２次計画｜H18~H29

旧岩槻市合併
に伴う改定

第３次計画｜H24~H33

数値目標の達成
に伴う策定

【計画前期(H24~H28)】
 「ほぼ横ばいで推移する」とした
第３次計画の人口推計に反して、
約36,000人増加（約2.9％増）。

【H28実績】
 推計値より約56,000人 増加。
※ 住民基本台帳人口(各年10月1日現在)

①推計に反した市内人口の増加

 近年、自然災害が多発・激甚化し、
各地で集中豪雨や地震により膨大な
災害廃棄物が発生。

 国では指針を改正し、「災害廃棄物
処理計画の策定」を都道府県、市町
村に義務付けている。

※「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図るための基本的な方針」(H28.1.21施行)

②相次ぐ大規模災害の発生

第４次計画｜H30~H39

【見直しの必要性 = 第４計画策定の必要性】
 人口の増加 ⇒ 排出見込量・処理体制の見直し
 災害の多発 ⇒ 災害廃棄物対策の追加

見直しにより後期計画は廃止。

■計画見直しの大きな要因

今回の見直し
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■ 基本目標

■ 計画期間

■ 施策体系

2-3．第３次基本計画の概要
■ 数値目標

■ 計画のロードマップ

 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）“さいたまの創造

 平成24年度～平成33年度（10年間）
※ 前期：H24~H28 後期：H29～H33

基本的方向性２ 資源循環型 “廃棄物処理システム” の確立

基本方針１ ごみの適正処理の推進

① 収集運搬計画（効率的なごみ回収）
② 中間処理・最終処分計画（安全・適正なごみ処理）

基本方針２ 適正な施設整備

③ 施設整備の検討
・新規焼却施設の整備計画（桜環境ｾﾝﾀｰ、ｻｰﾏﾙｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ）
・資源化施設の整備計画
・民間を活用したバイオマス系廃棄物処理システムの普及促進等

基本的方向性１ 資源循環型 “社会経済システム” の確立

基本方針１ ごみの発生抑制・再使用策の推進（リデュース・リユース）

① 環境教育と啓発活動による意識改革の推進
② ごみの発生を抑制する活動の推進
③ 再使用及び再生品利用の推進

基本方針２ 資源回収の推進（リサイクル）

④ 市民が進めるリサイクル
⑤ 事業者が進めるリサイクル
⑥ 行政が進めるリサイクル

指標 基準年
（H22）

中間目標
(H28）

最終目標
（H33）

市民１人１日あたりの
総排出量 944 g/人・日

897 g/人・日以下 850 g/人・日以下
5 ％減(H22比) 10 ％減(H22比)

市民１人１日あたりの
家庭系ごみ排出量
（資源物除く）

549 g/人・日
522 g/人・日以下 494 g/人・日以下
5 ％減(H22比) 10 ％減(H22比)

最終処分比率 7.4 % ６％以下 ４％以下

ﾌｪｰｽﾞ１(H24~H26) ﾌｪｰｽﾞ２(H27~H32) ﾌｪｰｽﾞ３(H33~)

基本的方向性１に基づく施策の実施

中間目標(H28)・最終目標(H33)の達成
① 市民１人１日あたりの総排出量
② 市民１人１日あたりの家庭系ごみの排出量（資源物除く）
③ 最終処分比率

３ﾌﾞﾛｯｸ５施設体制

合計能力1,480t/日

西部環境C 東部環境C
岩槻環境C

CC大崎第一
CC大崎第二

４ﾌﾞﾛｯｸ４施設体制

合計能力1,430t/日

西部環境C 東部環境C

桜環境C CC大崎第二

４ﾌﾞﾛｯｸ３施設体制

合計能力1,230t/日

桜環境C CC大崎第二

西部環境C 東部環境C

２施設を再編
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2-4．第３次基本計画の進捗状況（中間目標達成状況）

■ 数値目標② 市民１人１日あたりの家庭系ごみ排出量（資源物除く）

■ 数値目標③ 最終処分比率

１ 中間目標の達成状況について
■ 総括

■ 数値目標① 市民１人１日あたりの総排出量

中間目標（H28）は、３指標すべて達成している。

944 
936 

928 
921 

913 
905 

897 

887 
877 

868 
858 

850 

948 946 
940 

928 
913 

891 

830

850

870

890

910

930

950

970

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

目標値
実績値中間目標

５％削減

最終目標
10％削減

基準年度

549 
544 

540 
536 

532 
528 

522 
516 

510 
504 

498 
494 

549 
543 

536 

529 
524 

516 

480

500

520

540

560

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

目標値
実績値

中間目標
５％削減

最終目標
10％削減基準年度

(g)

7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
5.4 

4.0 

7.3 
7.0 7.0 

6.1 

3.7
3.6 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

目標値
実績値

中間目標
6％以下

最終目標
4％以下

基準年度

H28目標：達成
H28目標：達成

指標 中間目標
(H28） H28実績

市民１人１日あたりの
総排出量 897g/人・日以下 891g/人・日
市民１人１日あたりの
家庭系ごみ排出量
（資源物除く）

522g/人・日以下 516g/人・日

最終処分比率 ６％以下 3.6％

(g) (％)

H28目標：達成
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2-5．第３次基本計画の課題(人口推計・排出見込量の乖離)
■ 第３次基本計画における「人口」の推移

人口推計：「コンパクトなまちづくりに対応した土地利用に関する調査 報告書」平成22年３月 さいたま市
人口実績：住民基本台帳人口（各年10月１日現在）

■ 第３次基本計画における「総排出量」の推移

■ 課題
 第３次基本計画では「市内人口は今後10年間ほぼ横ばいで推移する」としていた
が、計画前期(H24～H28）に約36,000人増加（約2.9％増）。

 人口の増加に伴い、総排出量もH28実績で推計値より約15,000ｔ増加。

 以上のことから、計画を見直す必要がある。

1,223,800 

1,243,826 

1,279,788 

1,200,000

1,220,000

1,240,000

1,260,000

1,280,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

実績値 将来推計値

人口（推計値）

人口（実績）

（人）

379,811 

429,489 

415,997 

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

実績値 将来推計値

総排出量（推計値）
総排出量（実績）

（ｔ）

2.9%増

約122万人で推移すると推計！

3.1%減

推計値より約56,000人増加！
推計値より約15,000ｔ増加！
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■ 有料化に関する議論の経過

■ 家庭ごみの有料化に対する市民意識

■ 有料化による懸念事項：慣れによる排出抑制効果の減少

■ 有料化に関する今後の方針

反対(58.6%) が賛成(31.9%) を大きく上回る。

（n=2,865)

2-6．第３次基本計画の課題（家庭ごみの有料化）

H24.3月 第３次基本計画策定時

 計画前期（H24~H28）は有料化以外の減量施策を優先。
 中間目標の達成状況によっては、計画後期（H29～H33）に市民意見
等を勘案しつつ、有料化を再検討する。

H27.8月 行財政改革公開審議

 有料化は最終手段としながらも、ごみの減量が無料収集の継続には不
可欠であることを市民にアピールすること。【指摘事項】

H29.３月 さいたま市廃棄物減量等推進審議会

 中間目標を達成できる見込みであり、次期計画策定に際しては、「有
料化以外の施策」を優先的に検討していくこととする。

 有料化により、一時的に排出抑制が期待されるが、時間の経過により、

排出抑制意識が希薄になるため、効果が減少。

331,186 

290,442 

298,415 

1,250,000

1,300,000

1,350,000

1,400,000

1,450,000

1,500,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

家庭ごみ有料化前後の排出量の推移（Ｆ市）

家庭ごみ排出量
人口

出典｜環境省「一般廃棄処理実態調査結果」を元に作成
http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html

H17.10~有料化

有料化後６年目までは、
対前年度比「減」が継続！

2.7%増

有料化後７年目以降は、
「増加」に転じている！

① 中間目標の達成状況
⇒ ３つの指標すべてで、達成できている。

② 市民意見
⇒ 市民意識調査では、反対が賛成を大きく上回っている。

第４次基本計画の計画前期（H30～H34）においては、

有料化は導入はしない。

出典｜「さいたま市一般廃棄処理基本計画改定に伴う市民意識調査結果」H28.8月

導入したほうがよい
4.0％

導入することも
やむを得ない
27.9%

導入しない
ほうがよい
58.6%

わからない
8.8%

無回答
0.7%

導入に「反対」

58.6%
導入に「賛成」

31.9%
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■ 将来人口の推計

■ 将来ごみ量の推計及び第４次基本計画の数値目標

3-1．第４次基本計画の基本方針
■ 第４次基本計画の基本方針

■ 第４次基本計画の主要施策（抜粋）

【第４次計画におけるトレンド】

平成37年をピークに緩やかに減少
※ 平成27年国勢調査ベース

① 単純推計｜人口推計に基づく予測 ⇒ 約42.1万トン

② 数値目標｜①に対し、施策を実施した場合 ⇒ 約39.1万トン
（ 3万トン削減 ）

1,160,000

1,200,000

1,240,000

1,280,000

1,320,000

H17 H22 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

将来人口推計

実績（国調）

推計（国調）

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

排出見込量（単純推計と数値目標）

単純推計
数値目標

H37年をピークに緩やかに減少する見通し！

減量施策により、
約３万トンを削減！

 第３次基本計画の基本方針・基本施策は継続し、単純推計値から

約３万トン削減することを目標とする。

 食品ロス削減への取組
【家庭系ごみ】フードドライブ・エコレシピ等により食品ロス削減。
【事業系ごみ】食べきり協力店・ドギーバッグ等により食品ロスを削減。

 災害廃棄物対策
災害廃棄物処理計画を策定し、災害廃棄物の迅速・円滑かつ適正な処理
に向けた対策を推進。

推計値｜H27国勢調査結果に基づく推計（コーホート要因法）

※ 食品ロス削減の対策イメージ

食品の買い出し・保存 食品の調理 食事（家庭・外食）

使
い
忘
れ

エコ・レシピ
⇒食材の使い切り

冷蔵庫の在庫管理
⇒使い忘れの防止
フードドライブ
⇒余剰食品の寄付

食品ロス削減

啓発ツール等による広報
⇒消費者の意識改革

過
剰
除
去

食
べ
残
し

食
品
ロ
ス

発
生
要
因

食べきり協力店
ドギーバッグ等
⇒食材の食べきり

食
品
ロ
ス

削
減
対
策
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■ 基本目標

■ 計画期間

■ 施策体系

3-2．第４次基本計画の施策体系
■ 数値目標

■ 計画のロードマップ

 ともに取り組み、参加する めぐるまち（循環型都市）“さいたまの創造

 平成30年度～平成39年度（10年間）
※ 前期：H30~H34 後期：H35～H39

基本的方向性２ 資源循環型社会 “廃棄物処理システム” の確立

基本方針１ ごみの適正処理の推進

① 収集運搬計画（効率的なごみ回収）
② 中間処理・最終処分計画（安全・適正なごみ処理）

基本方針２ 適正な施設整備

③ 施設整備の検討
・新規焼却施設の整備及び既存施設の更新計画
・資源化施設の整備計画
・民間を活用したバイオマス系廃棄物処理システムの普及促進等

基本的方向性１ 資源循環型社会 “経済システム” の確立

基本方針１ ごみの発生抑制・再使用策の推進（リデュース・リユース）

① 環境教育と啓発活動による意識改革の推進
② ごみの発生を抑制する活動の推進
③ 再使用及び再生品利用の推進

基本方針２ 資源回収の推進（リサイクル）

④ 市民が進めるリサイクル
⑤ 事業者が進めるリサイクル
⑥ 行政が進めるリサイクル

計画前期（H30~H34） 計画後期（H35~H39）

基本的方向性１に基づく施策の実施

中間目標(H34)・最終目標(H39)の達成
① 市民１人１日あたりの総排出量
② 市民１人１日あたりの家庭系ごみの排出量（資源物除く）
③ 最終処分比率

【新規】食品ロス削減

【新規】災害廃棄物対策
４ブロック４施設体制 ４ブロック３施設体制

合計能力1,220t/日

桜環境C CC大崎

サーマル
エネルギーセンター２施設を再編

合計能力1,430t/日

西部環境C 東部環境C

桜環境C CC大崎

基幹改良工事
の実施
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H36年度内に
供用開始

指標 基準年
（H28）

中間目標
(H34）

最終目標
（H39）

市民１人１日あたりの
総排出量 891 g/人・日

856 g/人・日以下 827 g/人・日以下
４ ％減(H28比) ７ ％減(H28比)

市民１人１日あたりの
家庭系ごみ排出量
（資源物除く）

516 g/人・日
484 g/人・日以下 456 g/人・日以下
６ ％減(H28比) 12 ％減(H28比)

最終処分比率 3.6 % 3.5 ％以下 3.1 ％以下



１．今後のスケジュール

平成29年12月 市議会（市民生活委員会）報告

平成30年 1月 パブリックコメントの実施

平成30年３月 計画の策定・公表

平成30年４月～ 第４次基本計画に基づく事業の開始

～H29.5月 H29.６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 H30.４月

工

程

議
会
報
告

都
市
経
営
戦
略
会
議
へ
の
付
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

施
行

４．今後の進め方

■一般廃棄物処理基本計画
素案の審議
（廃棄物減量等推進審議会・局内検討委員会）

■災害廃棄物処理計画
骨子案、素案の審議（局内検討委員会）

■災害廃棄物処理計画
最終校正

■一般廃棄物処理基本計画
最終校正

■一般廃棄物処理
基本計画
基礎調査
骨子案の審議

第
３
回
審
議
会

第
５
回
審
議
会

第
２
回
審
議
会

第
１
回
審
議
会

※ 検討フロー図

第
４
回
審
議
会
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